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号証 標目 

原本

写し

の別 

作成 

年月日 
作成者 立証趣旨 

甲Ａ 
３０８ 

意見書 写し 
2020年
7 月 11
日 

二宮周平 

民法学者である二宮周平教授の本件につい
ての意見。 
婚姻の自由の保障と夫婦関係における平等

の確保という現行婚姻法の立法目的及び当事
者の合意による婚姻の成立と婚姻を個人間の
権利義務関係と捉える現行婚姻法の原則に照
らせば，婚姻当事者を異性カップルに限定する
必然性はなく，同性カップルの排除には正当化
根拠が示される必要があること。 
生殖能力は婚姻の成立要件とはされておら

ず，婚姻の効果である嫡出推定も婚姻後に子が
出生した場合における法律上の父子関係成立
に関する規定であるから，嫡出推定規定のみを
取り出して婚姻制度の目的が生殖や子の養育
にあるということはできないこと。 
婚姻に関する社会的意識をみても，明治憲法

の家制度下や戦後の高度経済成長期には，婚姻
が出産や子育てと結び付けられてきたといえ
るが，１９８０年代後半以降は，意識の変化及
び家族形態の多様化が生じ，婚姻や出産は個人
の私的領域に属するものと考えられるように
なり，各種の統計資料を見ても，規範意識とし
て婚姻と生殖や子育てとの結びつきは希薄に
なり，個人にとっての婚姻の目的や理由は多様
なものとなっていることが窺われること。この
ような社会や意識の変化からすると，婚姻を異
性カップルに限定する合理的根拠は認められ
ないことになること。 
同性婚を規定していない民法及び戸籍法は，

現行婚姻法の立法目的及び原則である婚姻の
自由が当然の前提とする誰と婚姻するかの自
由（配偶者選択の自由）並びに婚姻における平
等原則という憲法上の原則に違反するもので
あると解されること。同性婚を承認して同性カ
ップルに異性カップルの婚姻と同様の権利義
務を保障することは，異性婚に認められる権利
義務に影響を及ぼすものではなく，むしろ，異
性婚と同様に社会を安定化させる基盤となる
とともに，性的指向に関する偏見や差別を解消
し，性的マイノリティを含む人々の多様性を受
容する契機にもなること。 
少数者の人権を守る砦として司法の果たす

べき役割は大きいものであり，本件において
も，婚姻の自由という現行婚姻法の原則を踏ま
えて，同性婚の承認に向けた積極的な判断がな
されることが期待されること。 
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甲Ａ 
３０９ 

憲法２４
条２項に
ついての
意見書 

写し 
2020年
7 月 27
日 

駒村圭吾 

憲法学者である駒村圭吾教授の本件につい
ての意見。 
判例の考え方によると，婚姻制度のあり方の

合憲性が問題となる事案の場合，憲法１３条の
権利ないし原理，１４条１項の平等原則，２４
条１項の「婚姻をするについての自由」のいず
れが問題とされる場合であっても，同時に２４
条２項適合性が問題となるものと解されるこ
と。 
憲法２４条の制定過程全体を見ても，同性婚

を排除するという合意や同性婚の導入に憲法
上の障害があるとする含意はまったく見出す
ことができず，もっぱら婚姻と家族観の関係な
いし旧来の家制度に象徴されてきた家族観を
維持することの可否が議論されてきたことが
窺われること。そして，２４条は，個人の尊厳
や両性の本質的平等という立法指針に適合す
る普遍的な家族形態を要請することにより，旧
弊を廃した新しい「婚姻」観念を導入したもの
であるが，その家族観は政権者意思により憲法
レベルで固定化されてはおらず，時代状況に応
じた立法による制度化を認める開かれたもの
とされており，同性婚の導入の制度化にも開か
れているものと解されること。 
判例が示した憲法２４条２項による「個人の

尊厳と両性の本質的平等に立脚すべきである
とする要請，指針」は，「憲法上直接保障された
権利とまではいえない人格的利益をも尊重す
べきこと」，「両性の実質的な平等が保たれるよ
うに図ること」，「婚姻をすることが事実上不当
に制約されることのないように図ること」とい
う三つの規範命題に照らした婚姻制度の合理
性の正当化論証を政府に求めるとともに，立法
府による制度形成の際の考慮要素とされる家
族の形態や国民の意識の変化について，立法の
合理性を支える事実（立法事実）の認識の問題
としてではなく，「個人の尊厳と両性の本質的
平等」という規範に照らした法的判断の対象の
側に位置付ける役割を担うものであること。 
同性婚を認めていない現行法は，婚姻という

重要な法的地位に関し，自らの意思や努力によ
り変えることのできない同性愛者であるとい
う事柄による別異取扱いをするものであり，そ
の合理性については厳格に審査することが必
要であるところ，同性婚を排除する立法につい
て合理的と考えられる根拠は見当たらず，仮に
「婚姻は異性間で行うべきである」という「国
民の意識」が存するとしても，そのような意識
は「個人の尊厳」の観点からすれば排されるべ
きものであり，立法の合理性を裏付けるものと
はならないこと。 
むしろ，個人の尊厳の観点からは，同性婚の

導入が要請されるとすら考えられるものであ
り，少なくとも，同性カップルを婚姻制度から
排除する合理性はなく，したがって，現行制度
が憲法２４条２項に適合しないことは明らか
であること。 




